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第１ 総論 

１ 合法的な商品であっても違法性を帯びる 

  確かに、「たばこ（紙巻たばこ）」という商品は、日本専売公社法、たば

こ事業法という法律によって製造・販売が認められた合法的な商品である。 

   しかし、ある商品がその製造・販売を法律上認められていたとしても、

その商品の使用により特定の個人に何らかの法益侵害結果が生じた場合に

は、その製造・販売業者の行為が不法行為法上違法の評価を受けるかどう

かは別個の問題である。 

このことは、例えば、サリドマイド、キノホルム等の薬害事件を見れば

明らかである。国の承認を得て合法的に製造・販売している医薬品に、後

日強度の副作用があることが発見された場合に、当該承認が取り消しにな

るまでは薬事法上「合法」的医薬品であるから、その副作用によって人が

死亡しても、「その医薬品の製造・販売が不法行為法上違法ではないから、

製薬会社に対する損害賠償請求は理由がない。」という議論が成り立たな

いのと同じである。 

或いは、四日市公害訴訟において、法で定める排出基準よりはるかに

少ない亜硫酸ガスを排出していた三菱モンサント化成のような企業も、

それによって特定個人に気管支ぜんそく等の健康被害を生じさせれば、

仮に大気汚染防止法を遵守して操業していたとしても、そのことは違法

性を阻却せず、被害者に対して賠償責任を負うことは当然のことである。 

 

２ たばこの場合 

   では、たばこの場合はどうであろうか。 

   たばこという商品の性質については、原告ら準備書面５で詳述したとお

りである。 

   ここで、重要なのは、たばこという商品がその本来的用法である喫煙（燃

焼により煙を生じさせ、その煙を吸い込むこと）により、不可避的に有害

物質を多数含んだたばこ煙を吸入し、しかも、喫煙習慣を維持するために

利用されたニコチンの依存性を主な原因として（準備書面５で詳述したよ

うに、たばこという商品の依存性は更に社会的文化的要因によっても強化

されている。）、将来にわたる長期間の継続的使用（喫煙習慣）が当然に予

定されており、結果、長期間にわたって、相当量の有害物質を吸入するこ

とが避けられないという点である。 

この点、被告会社は、ニコチンの依存性とたばこのその他の有害物質の
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問題とをあえて別個の問題として扱うべきと主張するようである。 

しかし、問題は、ニコチン単体でも、タール単体（あるいはそこに含ま

れる多数の有害物質単体）でもない。タールその他の有害物質だけでなく、

ニコチンをも含み、よって一旦喫煙習慣を身につけた場合にはその後の長

期間の喫煙が当然に予定されているという性質を「たばこ」という商品が

持っているという点なのである。このような性質を有することで、たばこ

１本に含まれる有害物質の量が仮に微量であっても（実際は有害性に閾値

がないのであるが。）、その後の長期間の継続的使用により、大量の有害物

質に暴露されるという、定性的にも、定量的にも、人体に危険な性質を持

つ商品となるのである。 

   しかも、喫煙の健康影響については、１９５０年代以降、主に欧米を中

心にして多数の信用できる調査研究により、特に肺がんを中心として各た

ばこ関連病と喫煙との因果関係が明らかにされていき、その後もこれを肯

定するデータが多数集積され、１９６２年ロンドン王立医師会の「喫煙と

健康」報告書、１９６４年の米国公衆衛生総監報告書「喫煙と健康」によ

り、決定的に結論付けられている。 

この点、被告会社は、たばこと他の合法的な嗜好品と呼ばれる商品（ア

ルコールを含む酒やカフェインを含むコーヒーなど）との同質性を殊更強

調するようだが、いわゆる嗜好品と呼ばれる合法的商品のうち、喫煙ほど

肺がんその他の死の危険を伴う健康障害との因果関係が客観的データによ

り結論付けられているものはない。 

また、被告会社は、たばこ以外にも、日常生活の中にも多数の発がん物

質に曝露されている等の主張もするようである。しかし、それらはいずれ

も微量であり、たばこのように長期間継続的に曝露されるものではないし、

相対危険度、原因確率（曝露郡寄与危険度割合）等の数値がたばこほどず

ば抜けた大きさを示すものはないのである。 

そして、たばこという商品は、その他の嗜好品と呼ばれる合法的商品や

依存を引き起す薬品等と異なり、食品としての規制も医薬品としての規制

も免れており、しかも、多くの国で多額の税収をもたらすことなどから、

その製造・販売業者が強大な経済力、政治力を有しているという特徴を有

している。 

   だからこそ、今日、たばこ規制枠組条約という形で、わざわざ、たばこ

の規制を世界規模で行なおうとしているのである。 

本件では、このような危険性を有する商品の製造・販売、広告宣伝、販
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売促進等の結果、ある特定の人物にその危険が顕在化した場合の責任の所

在が問題となっているのである。 

 

３ 予見可能性 

では、「たばこ」という商品が、準備書面５で詳述したような上記性質を

持つことが判明した場合、その製造・販売業者にはどのような作為・不作

為義務が課せられるのであろうか。 

まず、そもそも、仮に「たばこ」という商品が、食品衛生法、薬事法等

の規制を受けないとしても、その本来的用法が喫煙というたばこを７００

度程度で燃焼させた上で発生する煙を吸引するという方法を予定している

以上、その発生する煙が顧客に与える健康影響については、十分な調査を

あらかじめした上で安全を確認しておくのは製造・販売者の最も基本的な

当然の義務である。 

被告会社（専売公社）も、このような義務を尽くしているはずであるが、

もし、このような調査義務を怠っていたのであれば、それだけで違法の評

価は免れない。 

もっとも、肺がんや肺気腫などは、喫煙の流行によって大量に発生して

きた疾患であり、しかもたばこ煙への曝露とたばこ関連病の発症との間に

は時間的隔たりがあることが確認されているのであって、製造・販売当初

に肺がん、肺気腫等の流行を予想することまで被告会社に要求することは

酷かもしれない。 

しかし、喫煙のもたらす健康影響については、被告会社がいう古くから

知られるような漠然とした「喫煙は健康を損なうおそれがある」といった

程度の危険性にとどまらず、１９５０年代からは、主に英米を中心として、

肺がん、肺気腫といった具体的な疾患につき相当の蓋然性をもった形で明

らかにされてきたのであって、この頃からは、その危険性の性質が劇的に

変化したといってよい。 

そして、製造・販売業者としては、現在、製造・販売している商品の安

全性については常に情報を収集し、あるいは調査研究することにより、そ

の安全性を確認すべき義務があるのは当然である。 

この点、被告会社の前身である日本専売公社も当然、喫煙の人体への有

害性、発がん性及び習慣性・依存性については早くから関心を持ってお

り、１９６２年のロンドン王立医師会報告書「喫煙と健康」、１９６４年

の米国公衆衛生総監報告書「喫煙と健康」の公刊以前でも、１９５５年
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（昭和３０）前後（同じ頃、英米のたばこ産業が喫煙と肺がんの因果関

係等の研究助成を開始している。）から中央研究所において調査研究を行

っており、１９５７年（昭和３２）８月には、同所に喫煙科学研究室を

設置し、癌研究会癌研究所への委託研究（肺癌研究会が中心）を開始し

ており、内外の喫煙に関する医学的情報を収集・分析していた（「たばこ

専売誌６巻下」（甲１７）ｐ１１４７、１１５９等）。  

従って、この頃には、喫煙のもたらす健康影響、ニコチンによる習慣性

については、当然明確な認識を持っていたはずであるし、少なくとも、持

つべきであった。 

仮に、この頃までに、後述する作為・不作為義務を基礎付けるだけの認

識までは持ち得なかった、あるいは持ち得なくても仕方が無かったといえ

たとしても、少なくとも、１９６２年のロンドン王立医師会報告書、これ

に続く１９６４年の米国公衆衛生総監報告書の発表時には、たばこの製

造・販売業者として、その商品が顧客にもたらす将来の健康影響につき、

肺がんその他のがん、肺気腫を含む呼吸器疾患等具体的な疾病に相当程

度の蓋然性をもって罹患するであろうことを予見することができる程度

の認識を持った、あるいは持つべきであったということが出来る。 

実際に、被告会社（専売公社）は、上記２つの報告書を詳細に検討し

ているし、１０日間で翻訳し、印刷期間も含めて僅か５週間で全訳を完

成し、１９６４年３月３日にはこれを刊行しているのである（甲１８）。 

なお、この報告書では、紙巻たばこ喫煙と男性の肺がんには因果的（あ

るいは原因的）に関係があることを認め、肺気腫についても「その関係

が因果的なものであるかどうかは、いままでのところ、確証されていな

い」ものの「非喫煙者の間ではこの病気による死亡が少ないことが研究

によって示されている」し、慢性肺疾患の原因としての相対的重要性は

大気汚染や職業汚染よりもはるかに大きいとされている。また、たばこ

の習慣性にも言及し、ニコチンの薬理学的作用によって強められ、永続

されるとされている（甲１８ｐ２３～２４）。 

従って、どんなに遅くとも、１９６４年の時点では、被告会社は、従前

どおりの方法（たばこの設計及び広告宣伝等の販売促進活動も含む）でた

ばこの製造・販売を継続すれば、現在の多数の顧客（既に喫煙習慣を身に

つけている者）及び将来の顧客（今後喫煙習慣を身につけていく者）が肺

がん、肺気腫等のいわゆるたばこ関連病に相当の蓋然性を持って罹患し、

いずれは死亡することを当然に予期すべき義務が生じたといえる。 
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４ 作為・不作為義務 

   では、上記のような自らの調査研究、あるいは上記各報告書の入手及

びその調査研究によって、上記のような予見義務を持った被告会社は、

結果回避のために、どのような作為・不作為義務を負うべきであろうか。 

まず一番確実に結果を回避できる方法は、製造・販売の停止であり、そ

のもたらす結果が生命にかかわる健康障害であり、その発症の蓋然性も近

い将来ではないにしても相当の蓋然性をもって予想される以上、たとえ経

済的損失が大きかろうと、かかる義務を課せられるべきである。 

  仮に、完全な製造・販売の停止が出来ないのであれば、少なくとも、当

該商品の使用がもたらす結果について十分に開示した上での自己責任によ

る選択に委ねる方法、つまり、警告表示（少なくとも当該時点における危

険性を全て開示する必要がある。死亡を含めた健康障害をもたらす危険性

がある以上、医薬品の説明書のようなもの程度は当然必要と思われる）及

びニコチンレス（完全なニコチンレスでなくとも、少なくともニコチンの

依存性による習慣性を排除できる程度の閾値以下のニコチン量に減らし

た）たばこの製造・販売へ切り替える義務が課せられるべきである。 

あるいは、その経営上ニコチンレスたばこへの切り替えが出来ないので

あれば、ニコチンビジネスはそのままに、最低でも、安全なたばこ（発が

ん物質等を含まないたばこ）への製造・販売への切り替えを行なうべき義

務が課せられるべきである。 

更に、既に喫煙習慣を身につけた者との関係では、今後も、ニコチンの

依存性を除去せずに、有害な商品を販売するのであれば、十分な情報開示

の上で、禁煙を選択した者に対しては、禁煙を援助する措置を講ずる（ニ

コチンの依存性による自己決定への影響を除去するに足りる援助及び意思

決定後の禁煙援助）といった作為・不作為義務が発生するというべきであ

る。 

 

５ たばこ産業の欺瞞的行為 

   しかし、被告会社を含め、たばこ産業が上記のような義務を果たさない

ばかりか、むしろ、内部では上記各報告書よりも詳細な情報、研究結果を

得ながらも、外部に対しては、「科学的に証明されていない」などと積極的

に情報を操作かく乱させ、問題の解決を先延ばしにし、更には、顧客らの

健康問題への関心を逆手にとって、フィルター付きたばこや低タール・低
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ニコチンのいわゆる「ライトたばこ」の商品化によって、巨利を貪ってき

たことが明らかになっている。 

この点、多くの内部文書が公開されている英米のたばこ産業については、

たばこ産業が表向きに主張していた事実と内部で把握していた事実がいか

に異なっていたかが赤裸々にされている。 

被告会社の場合、欧米のたばこ産業のように内部文書が公開されていな

いため、１９５０年代以降の被告会社の内部研究等について知ることは困

難だが、１９６０年代にはすでに世界第３位の売り上げを誇っていた被告

会社が欧米のたばこ産業と比べてその調査能力、広告宣伝能力等がそれほ

ど劣っているとは考えられず、また、欧米の各たばこ産業がほぼ同様の調

査研究、広告宣伝活動をしてきている事実からしても、被告会社の行為も

推して測るべしというべきである。 

少なくとも、上記のとおり、１９６４年度米国公衆衛生総監報告書につ

いては、わずか５週間で翻訳公刊までしている上、すぐさま大蔵省にも送

付している事実が認められる。上記報告書の公刊を受けて、喫煙と肺がん

等の関係がマスコミ等で取り上げられた結果、たばこの安全性への懸念が

高まったために対策を講ずる必要が生じたことを被告会社自ら編纂した

「たばこ専売誌」でも認めている。 

しかし、この頃の被告会社が実際にとった対応は、欧米のたばこ産業の

それとほぼ同様である。 

むしろ、被告会社は、この消費者（あるいは将来の消費者）の健康への

懸念を利用する形で、フィルター付きたばこの売り上げを大幅に伸ばして

いる。 

しかし、実際には、準備書面５で詳述したとおり、フィルター付きたば

こであろうとたばこの有害性には閾値がない以上、安全ということはない

のであり、この事実は、当然被告会社も十分認識していたことは明らかで

ある。 

しかも、「たばこ専売誌６巻上」（（甲１６）ｐ５３８以下、なお同巻下（甲

１７）ｐ２０１２以下の各経営計画もご参照）でも認めるように、原料加

工処理技術の向上やシートたばこへの切り替えにより、ニコチン量の操作

をより容易にし、全ての商品のニコチン量が最低限の強化閾値を保てるよ

うにしていくのである。 

その後も喫煙の有害性についての研究報告結果が蓄積されていくにつれ

て、世間の関心も高まっていったが、低タール・低ニコチンを謳ういわゆ
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